
非自発的失業（解雇・倒産・雇い止めなど）された方へ 

【非自発的失業軽減とは】 

雇用保険の受給資格のある方で、特定受給資格者や特定理由離職者と認め 
られる失業者の方は、平成２２年度の国民健康保険税を算定する際の給与所得 
金額が、１００分の３０になります（国保税の所得割額算出や低所得軽減の判定 
に反映します）。 
 

【該当要件について】 ※下記要件①②③全てに該当 

① 『雇用保険受給資格者証』の交付を受けており、記載の離職年月日が 

平成２１年３月３１日以後 となっている方。 

② 『雇用保険受給資格者証』に記載の離職理由番号が次のいずれかに該当する方。 
 

番号 離 職 理 由 

１１ 解雇 

１２ 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 

２１ 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり） 

２２ 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり） 

３１ 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 

特
定
受
給
資
格
者 

３２ 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 

２３ 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし） 

３３ 正当な理由のある自己都合退職 

特
定
理
由

離
職
者 

３４ 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２ヶ月未満） 

  ③ 離職日現在６５歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給 

資格者に該当していない方 
 

【軽減申請の受付について】 

平成２２年５月６日（木） 午前９時～午後７時 
伊達市役所保原本庁舎 1 階シルクホール 
 ※上記日程でご都合がつかない場合は、随時市役所各市民窓口で受付いたします。 
 

【軽減申請の際にお持ちいただくもの】 

① 『雇用保険受給資格者証』のコピー 

② 印鑑 
③ 国民健康保険被保険者証 

平成２２年度の 
国民健康保険税が 軽減されます 

裏
面
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【軽減の対象となる国民健康保険税】 

離職の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象と 

なります。しかしこの軽減制度の施行日が平成２２年４月１日のため、該当 

初年度が平成２１年度の方は平成２２年度のみ軽減対象となります。 
 

離 職 日 軽減対象の課税年度 

平成２１年３月３１日～平成２２年３月３０日までの離職 平成２２年度分 

平成２２年３月３１日～平成２３年３月３０日までの離職 平成２２・２３年度分 

平成２３年３月３１日～平成２４年３月３０日までの離職 平成２３・２４年度分 

            
 

【国保税軽減額のお知らせ】  

 ５月末までに申請された方の失業軽減該当のお知らせと軽減額は、７月 

中旬に送付される国民健康保険税納税通知書等に表示されます。 

 

 

従来の様式 

改正新様式 


